
 

（様式例第11） 

小 病 発 第 655 号 

令和７年９月30日 

 石川県知事 殿 

 

 

住 所 石川県小松市向本折町ホ60番地 

申請者 

                          氏 名 国民健康保険小松市民病院 

                              病院長 内山 尚之   

 

 

国民健康保険小松市民病院の地域医療支援病院の業務報告について 

 

 

標記について、医療法第12条の２の規定に基づき、令和６年度の業務に関して報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 開設者の住所及び氏名 

住所 
〒923-0904 

石川県小松市小馬出町91番地 

 

氏名 石川県小松市 

 （注）開設者が法人である場合は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には

法人の名称を記入すること。 

 

２ 名称 

 

３ 所在の場所 

〒923-8560 

石川県小松市向本折町ホ60番地       電話（ 0761 ） 22 － 7111    

  

４ 病床数 

精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 一般病床 合計 

26床 4床 10床 0床 300床 340床 

 

  

 国民健康保険小松市民病院 



 

５ 施設の構造設備 

施設名 設備概要 

集中治療室 

病床数 15床 

救急蘇生装置、携帯用蘇生器、超音波診断装置、心電計、除細動器、呼吸循環監視装置、自動

心臓マッサージシステム、気管支ファイバー、携帯用モニター、血液浄化装置、レスピレータ

ー、ポータブルX線撮影装置、経皮的動脈血酸素飽和度測定装置、血液凝固測定装置、輸液ポ

ンプ、シリンジポンプ、人工呼吸装置 

化学検査室 

全自動尿分析装置、血液ガス分析装置、全自動免疫化学分析装置、全自動血球分析

装置、自動凝固検査機器、自動グルコース測定機器、自動グリコヘモグロビン測定

機器、全自動輸血検査装置、遺伝子検査装置、安全キャビネット 

細菌検査室 全自動細菌検査システム、安全キャビネット、全自動血液培養システム 

病理検査室 
医用写真撮影装置、測定式ミクロトーム、自動染色装置、密閉式自動固定包埋装

置、高連切片クリオスタット、安全キャビネット、生物顕微鏡 

病理解剖室 解剖実験台 

研究室 PC、プロジェクター 

講義室 室数 ４室    収容定員 120人 

図書室 室数 １室    蔵所数 24,000冊程度 

救急用又は患者

搬送用自動車 

（主な設備） ストレッチャー 

保有台数 １台 

医薬品情報管理室 ［専用室の場合］床面積 23.43㎡ 

(注) 主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器等を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式例第12）他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されている

ことを証する書類及び救急医療の提供実績 

 

１．地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率 

(注) １ 「地域医療支援病院紹介率」欄は、ＡをＢで除した数に100を乗じて、小数点以下第１位ま

で記入すること。 

(注) ２ 「地域医療支援病院逆紹介率」欄は、ＣをＢで除した数に100を乗じて、小数点以下第１位

まで記入すること。 

(注) ３ それぞれの患者数については、前年度の延数を記入すること。 

 

  

地域医療支援病院 

紹介率 
84.6％ 

算定 

期間 
令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

地域医療支援病院 

逆紹介率 
122.7％ 

算出 

根拠 

Ａ：紹介患者の数 6,648人 

Ｂ：初診患者の数 7,860人 

Ｃ：逆紹介患者の数 9,642人 



 

（様式例第13） 救急医療を提供する能力を有することを証する書類 

 

１ 重症救急患者の受入れに対応できる医療従事者の確保状況 

   

夜間・休日に宿直・日直業務に従事する医師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師 

  全職員。 

   

２ 重症救急患者のための病床の確保状況 

優先的に使用できる病床 － 床 

専用病床 13 床 

(注) 一般病床以外の病床を含む場合は、病床区分ごとに記載すること。 

 

３ 重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設の概要 

施 設 名 床 面 積 設  備  概  要 24時間使用の可否 

救急医療センター 
診察室３室 
処置室２室 

827.81㎡ 

救急蘇生装置、超音波画像診断装置、心

電計、除細動器、呼吸循環監視装置、自

動心臓マッサージシステム、血液ガス分

析装置 

可 

ＨＣＵ 
１５床 431.78㎡ 

救急蘇生装置、携帯用蘇生器、超音波診
断装置、心電計、除細動器、呼吸循環監
視装置、自動心臓マッサージシステム、
気管支ファイバー、携帯用モニター、血
液浄化装置、レスピレーター、ポータブ
ルX線撮影装置、経皮的動脈血酸素飽和度
測定装置、血液凝固測定装置、輸液ポン
プ、シリンジポンプ、人工呼吸装置 

可 

放射線部門 1596.15㎡ 

一般撮影装置（PRｼｽﾃﾑ等）、放射線治療装
置（リニアック）、放射線治療計画装置、
放射線治療シミュレーター、ＣＴ（64
列・320列）、ＭＲI（1.5T）、血管撮影装
置、乳房断層撮影装置、画像動画装置、
ファイリングシステム、Ｘ線テレビ装
置、骨密度測定（DEXA）、体外結石破砕装
置、ガンマカメラ(SPECT-CT)、ポータブ
ルＸ線撮影装置（コードレス） 

可 

臨床検査部門 614.64㎡ 

血液ガス分析装置、トレッドミル、解剖
実験台、血圧脈波検査装置 

血液培養装置、自動グリコヘモグロビン

測定装置、自動グルコース測定装置、自

動尿分析システム、自動封入機、自動密

閉式固定包埋装置、生化学・免疫測定装

置、全自動血液凝固測定装置、全自動細

菌検査システム、組織標本自動染色装

置、多項目自動血球分析装置、超音波診

断装置、長時間心電図記録解析装置、凍

結組織薄切装置、脈波計、肺機能測定シ

ステム、誘発電位検査装置、生物顕微鏡 

可 

 

 



 

４ 備考 

救急告示病院 令和７年７月24日（石川県告示第7-4号） 

(注) 特定の診療科において、重症救急患者の受入体制を確保する場合には、その旨を記載すること。 

   既に、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）に基づき都道府県知事の救急病院

の認定を受けている病院、救急医療対策の設備事業について（昭和52年７月６日付け医発第692

号厚生省医務局長通知）に基づき救急医療を実施している病院にあっては、その旨を記載するこ

と。 

 

５ 救急医療の提供の実績 

救急用又は患者輸送自動車により搬入した

救急患者の数 

3,436人 

（1,544人） 

上記以外の救急患者の数 
5,582人 

（1,126人） 

合計 
9,018人 

（2,670人） 

（注）それぞれの患者数については、前年度の延べ数を記入すること。 

 括弧内には、それぞれの患者数のうち入院を要した患者数を記載すること。 

 

６ 救急用又は患者輸送用自動車 

 

救急用又は患者輸送用自動車 

 

 

 １台 

  



 

（様式例第14）地域医療従事者による診療、研究又は研修のための利用（共同利用）のための体制が

整備されていることを証する書類 

 

１ 共同利用の実績 

・共同利用を行った医療機関の延べ数：3,512件 

 

・上記のうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数：3,512件 

 

・共同利用に係る病床の病床利用率：29.8％ 

(注) 前年度において共同利用を行った実績がある場合において、当該前年度の共同利用を行った医

療機関の延べ数、これらの医療機関のうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数、共同利用

に係る病床の病床利用率を明記すること。 

 

２ 共同利用の範囲等 

病床数 30床 

建物 会議室、研修室、カンファレンス室、面談室、診療情報センター、検査室、 
放射線室、研修などの目的で利用される施設 

医療機器 

内視鏡（食道・胃・十二指腸・大腸・Ｓ状結腸） 
レントゲン（ＣＴ・ＭＲＩ・冠動脈ＣＴ） 
ラジオアイソトープ（脳血流・甲状腺・骨・肺血流・ベノグラフィ・循環器系・ 

副腎・炎症系） 
生理機能（ＥＥＧ・心エコー・心電図・負荷心電図・トレッドミル・肺機能） 

 

(注) 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具のうち、共同利用の対象とする予定

のものを明記すること。 

 

３ 共同利用の体制 

 ア 共同利用に関する規定の有無 ○有・無 

 イ 利用医師等登録制度の担当者 氏 名：内山 尚之 

                 職 種：医師 

(注) 共同利用に関する規定が有る場合には、当該規定の写しを添付すること。 

 

４ 登録医療機関の名簿 

医療機関名 登 録 医  住   所 主たる診療科名 
地域医療支援病院開

設者との経営上の関

係   

     

注 当該病院と同一の２次医療圏に所在する医療機関のみ記入すること。 

 

常時共同利用可能な病床数 30床 

別紙１のとおり 



 

（様式例第15） 地域医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することの証明 

 

１ 研修の内容 

 

・新卒者（公開）研修（11回） 

・糖尿病勉強会（2回） 

・PFM合同勉強会（2回） 

・緩和ケア研修会（1回） 

・よつば薬薬連携研修会（1回） 

・市民公開講座（1回） 

・がん化学療法勉強会（1回） 

・がん看護研修会（5回） 

・キャンサーボード（11回） 

 

 

２ 研修の実績 

（１）地域の医療従事者への実施回数 40回 

（２）（１）の合計研修者数 609人 

(注) １ 研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれるものを記入すること。 

（注）２ （２）には、前年度の研修生の実数を記入すること。 

 

３ 研修の体制 

 ア 研修プログラムの有無 ○有・無 

 イ 研修委員会設置の有無 ○有・無 

 ウ 研修指導者 

 

研修指導者氏名 職  種 診療科 役 職 等 臨床経験数 特 記 事 項 

三輪 一博 医師 内科 担当部長 28年 教育責任者 

加藤 浩章 医師 泌尿器科 担当部長 30年  

望月 慶子 医師 外科 担当部長 23年  

    年  

    年  

    年  

    年  

    年  

(注) 教育責任者については、特記事項欄にその旨を記載すること。 



 

４ 研修実施のための施設及び設備の概要 

施  設  名 床 面 積 設   備   概   要 

本館２階会議室 69.60㎡ 机、椅子 

南館４階第１研修室 51.75㎡ 放送設備、机、椅子 

南館４階第２研修室 55.08㎡ 放送設備、机、椅子 

南館４階第３研修室 34.76㎡ 放送設備、机、椅子 

南館４階第４研修室 78.80㎡ 
放送設備、机、椅子、スクリーン、 

プロジェクター 

南館４階カンファレンス室１ 29.46㎡ 机、椅子、スクリーン、ＰＣ 

南館４階カンファレンス室２ 27.45㎡ 机、椅子、スクリーン、ＰＣ、プロジェクター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式例第16） 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法 

 

管理責任者氏名 病院長 内山 尚之 

管理担当者氏名 
診療情報センター 木下 千亜紀 

管理局総務課   助田 純子 

 

  保管場所 分  類  方  法 

診療に関する諸記録 

・病院日誌、各科診療日誌 

・処方せん､ 

・手術記録、 

・看護記録、 

・検査所見記録､ 

・エックス線写真、紹介状、退院した患

者に係る入院期間中の診療経過の要約 

 

総務課 

薬剤科 

中央手術室 

看護事務室 

中央検査科 

診療情報センター 

 

年度別 

年度別・処方日順 

手術日順 

 

患者ID順 

患者ID順 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

共同利用の実績 地域医療支援部 月別 

救急医療の提供の実績 救急医療センター 月別 

地域の医療従事者の資質の向上

を図るための研修の実績 
教育研修推進室 月別 

閲覧実績 診療情報センター 月別 

紹介患者に対する医療提供及び

他の病院又は診療所に対する患

者紹介の実績の数を明らかにす

る帳簿 

地域医療支援部 月別 

(注) 「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録について記入する必要はなく、全体としての管理

方法の概略を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式例第17） 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 

 

閲覧責任者氏名 病院長 内山 尚之 

閲覧担当者氏名 
診療 ： 診療情報センター 木下 千亜紀 

病院の管理及び運営 ： 管理局総務課 助田 純子 

閲覧の求めに応じる場所 
診療 ： 診療情報センター内 

病院の管理及び運営 ： 管理局総務課 

閲覧の手続の概要 

 

◎診療 

  ※小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例に基づく小松市民病院の診療情報の公開等に 

   係る取扱い要領に基づく 

 

◎病院の管理及び運営に関する諸記録 

  ※小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例に基づく 

  

 

前年度の総閲覧件数 105件 

閲 覧 者 別 

医師 0件 

歯科医師 0件 

地方公共団体 0件 

その他 105件 

  

 

 

 

  



 

（様式例第18）  委員会の開催の実績 

 

(注) 委員会の開催回数及び議論の概要については、前年度のものを記載すること。 

 

 

 

 

委員会の開催回数 

 

 

４回 

 

 

委員会における議論の概要 

 

① 開催日：令和６年８月１９日（書面開催） 

出席者：小松市医師会長、能美市医師会長、加賀市医師会長、小松歯科医師会長、 

能美歯科医師会長、加賀歯科医師会長、石川県南加賀保健福祉センター所長、 

小松市健康福祉部長、病院長、副院長、地域医療支援部長兼診療部長、 

歯科口腔外科担当部長、歯科口腔外科医長、管理局長、看護部長 

  議 題：令和５年度事業報告 

 

② 開催日：令和６年９月２６日 

出席者：小松市医師会長、能美市医師会長、加賀市医師会長、小松歯科医師副会長、 

能美歯科医師会長、加賀歯科医師会長、小松市健康福祉部長、病院長、副院長、 

地域医療支援部長兼診療部長、歯科口腔外科担当部長、管理局長、看護部長 

  議 題：令和６年度業務報告（中間報告） 

 

③ 開催日：令和６年１２月２７日（書面開催） 

出席者：小松市医師会長、能美市医師会長、加賀市医師会長、小松歯科医師会長、 

能美歯科医師会長、加賀歯科医師会長、石川県南加賀保健福祉センター所長、 

小松市健康福祉部長、病院長、副院長、地域医療支援部長兼診療部長、 

歯科口腔外科担当部長、歯科口腔外科医長、管理局長、看護部長 

  議 題：令和６年度業務報告（中間報告） 

 

④ 開催日：令和７年３月６日 

出席者：小松市医師会長、能美市医師会長、小松歯科医師副会長、能美歯科医師会長、 

小松市健康福祉部長、病院長、副院長、地域医療支援部長兼診療部長、 

歯科口腔外科担当部長、管理局長、看護部長 

   議 題：令和６年度業務報告（中間報告） 



 

（様式例第19）  患者相談の実績 

 

 

患者相談を行う場所 

 

 

医療福祉相談窓口・相談室・病棟・病室 

主として患者相談を行った者 

（複数回答可） 
社会福祉士、精神保健福祉士、看護師 

 

患者相談件数 

 

 

10,483件 

  

患者相談の概要 

 

 ・外来、入院患者の相談業務（医療費・生活費・介護等） 

 ・がん支援相談（就労相談・セカンドオピニオン等） 

 ・医療相談（本人・家族への治療内容、検査、病状説明等） 

 ・苦情相談（医療者への不満、行政への不満、接遇・対応への不満等） 

 ・退院支援（他院後の療養先、在宅ケア、施設入居等） 

 ・看護サマリー受付、介護保険主治医意見書受付 

 ・訪問看護指示書、訪問薬剤指導指示書の受付 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 患者相談の概要については、相談内容を適切に分類し記載するとともに、相談に基づき講

じた対策等があれば併せて記載すること。また、個人が同定されないよう配慮すること。 

  



 

(様式第 20) 

その他の地域医療支援病院に求められる取組みに関する書類（任意） 

 

  

１  病院の機能に関する第三者による評価 

① 病院の機能に関する第三者による評価の有無 ○有・無 

 ・評価を行った機関名、評価を受けた時期 

  公益財団法人 日本医療機能評価機構、令和２年８月21日～令和７年８月20日 

 

(注)医療機能に関する第三者による評価については、日本医療機能評価機構等による評価があるこ

と。 

 

２  果たしている役割に関する情報発信 

① 果たしている役割に関する情報発信の有無 ○有・無 

 ・情報発信の方法、内容等の概要 

  当院ホームページ、ブログ「かたろーさ」（随時更新） 

  地域向け広報誌ヴェーダを年４回発行し、南加賀地区の医療機関等に配布 

当院の診療に関する情報を発信 

連携広報誌 Toki-Meki SUPREMEを年４回発行し、南加賀地区の医療機関等に配布 

 

３  退院調整部門 

① 退院調整部門の有無 ○有・無 

 ・退院調整部門の概要 

  退院支援・調整支援部門に看護師４名を配置し、医療福祉相談部門のソーシャルワーカーや 

   病棟と連携して退院調整を行い、退院後の療養の相談（転院・在宅療法・施設入居等）に対応 

    

 

４  地域連携を促進するための取組み 

① 地域連携クリティカルパスの策定 ○有・無 

 ・策定した地域連携クリティカルパスの種類・内容 

  加賀脳卒中地域連携パス：加賀地区において脳卒中患者さんの急性期・回復期・維持期に 

おける治療・リハビリテーションが切れ目なく進めるためのツールとして活用 

石川県心不全地域連携パス：活用開始している 

 ・地域連携クリティカルパスを普及させるための取組み 

  いしかわ診療情報共有ネットワーク：医療機関間で患者の診療情報を共有し、 

切れ目のない質の高い医療を提供 

 

 



小松市民病院共同利用に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、小松市民病院（以下「病院」という。）と南加賀２次医療圏に住所を有する

医療機関が、病院の機能の一部を共同利用することにより、それぞれの機能を補完し、地域

医療の発展に寄与することを目的とする。 

 

（共同利用の対象） 

第２条 共同利用の対象となる病院の施設、設備等（以下「共同利用施設」という。）は次のと

おりとする。（１）共同利用のための専用病床（以下「開放病床」という。）（２）医療機器等（３）研

究施設（４）その他、院長が必要等認める施設、設備等 

 

（利用者） 

第３条 共同利用施設を利用する医師（以下「利用者」という。）は、病院に対して事前に登録

医申請をしなければならない。 ２ 登録医申請および登録医制度に関する規定は別に定め

る。 

 

（利用者の義務） 

第４条 利用者は、病院の諸規程を遵守しなければならない。 ２ 共同利用時に知り得た個

人情報を、正当な理由なく、第三者に開示、漏洩してはならない。 

 

（開放病床の利用） 

第５条 第２条第１号に定める開放病床は、別表のとおりとする。ただし、開放病床が満床の場

合は、適宜、他の病床を利用する。 ２ 利用者は、開放病床の入院患者の診療及び指導に

ついて、病院の主治医と共同して行うものとする。主治医が不在の場合は、当該診療科の医

師が代行する。 

 

（医療事故等） 

第６条 共同利用時に生じた医療事故等については、病院の諸規程に基づき、双方協議のう

え対応する。 

 

（診療報酬の請求） 

第７条 共同利用に伴う診療報酬の請求は、利用者の属する医療機関と病院双方が独自に

行う。 

 

 附 則 



   この要綱は、1989年４月１日から施行する。 

           2001年４月 1日一部改正 



別紙1

医療機関名 開設者名 住所 主たる診療科 地域医療支援病院開設
者との経営上の関係

あらきクリニック 荒木　重平 小松市若杉町95
産婦人科・小児科・
形成外科・皮膚科

なし

粟津神経サナトリウム 秋山　典子 小松市矢田野町ヲ88 精神科・内科 なし

岡本病院 岡本　進 小松市小馬出町13
内科・精神科・
脳神経内科

なし

おかやま眼科医院 岡山　欣彦 小松市沖町ツ108 眼科 なし

奥山眼科クリニック 奥山　悦朗 小松市末広町50番地4 眼科 なし

小野江医院 小野江　為人 小松市長田町甲1 内科・腎臓内科・
リウマチ科・膠原病内科 なし

勝木医院 勝木　真 小松市龍助町14 内科 なし

加茂整形外科医院 加茂　淳 小松市梯町ロ38の1 整形外科・
リハビリテーション科 なし

川北レイクサイドクリニック 川北　寛志 小松市今江町に41 産科・婦人科 なし

きたむら内科クリニック 北村　学 小松市園町ロ33 内科・循環器科・消化器科・
呼吸器科・放射線科 なし

楠野脳神経内科外科クリニック 楠野　幸次 小松市土居原町303 内科・脳神経外科　他 なし

クリニックそら 廣崎　晃夫 小松市栄町11-1 内科・消化器科・胃腸科・
外科・肛門科・皮膚科 なし

惠仁クリニック 村井　裕 小松市吉竹町と51-1 内科・老年内科・漢方内科・
アレルギー科 なし

小泉医院 小泉　伊左夫 小松市大文字町135の1
内科・胃腸科・外科・
肛門科

なし

小松ソフィア病院 北原　征明 小松市沖町478

内科・糖尿病内分泌内科・
呼吸器内科・循環器内科・
消化器内科・腎臓内科・
脳神経内科・アレルギー科・
リハビリテーション科

なし

小松みなみ診療所 島　隆雄 小松市下粟津町み1 内科・小児科 なし

さたけ内科クリニック 佐竹　良三 小松市若杉町3丁目30 内科・神経内科 なし

十慈医院 牧本　和生 小松市竜助町42
外科・肛門外科・大腸外科・
消化器内科・胃腸内科・
内視鏡内科・内科

なし

しんたに医院 新谷　博元 小松市園町ニ67
内科・呼吸器科・
アレルギー科　他

なし

田谷泌尿器科医院 田谷　正 小松市園町ニ29番地1 内科・泌尿器科 なし

桃夭クリニック 山本　昭 小松市白江町ハの35 内科・小児科 なし

中川外科医院 中川　公三 小松市向本折町マ55
外科・整形外科・
胃腸科・肛門科

なし

なかむら整形外科クリニック 中村　眞二 小松市沖町ソ117番地1 整形外科・リウマチ科・
リハビリテーション科・形成外科 なし

西木医院 西木　哲也 小松市河田町ヌ28-1 内科・放射線科 なし

林内科医院 林　清次 小松市下牧町ホ103 内科 なし

令和６年度 登録医療機関の名簿



別紙1

医療機関名 開設者名 住所 主たる診療科 地域医療支援病院開設
者との経営上の関係

春木医院 春木　克夫 小松市糸町4-9 内科・皮膚科 なし

東野病院 東野　義信 小松市今江町7丁目468
内科・循環器内科・
呼吸器内科・消化器内科・
外科・肛門外科・整形外科・
リハビリテーション科

なし

東病院 東　裕文 小松市大領中町3丁目121

内科・循環器内科・
消化器内科・外科・整形外科・脳
神経外科・皮膚科・
リハビリテーション科・
放射線科

なし

藤本皮膚科医院 藤本　晃英 小松市日の出町1-138 皮膚科 なし

堀口歯科耳鼻いんこう科医院 堀口　章子 小松市末広町238 耳鼻咽喉科 なし

本田内科クリニック 本田　ゆかり 小松市若杉町1丁目55 内科・消化器科　他 なし

まだら園クリニック 丹羽　和夫 小松市福乃宮町2丁目130 内科 なし

見谷内科医院 見谷　巌 小松市北浅井町ハ77
内科・消化器内科・放射線科
呼吸器内科・循環器内科・
リハビリテーション科

なし

みなとクリニック 湊　浩志 小松市幸町3-92 内科・外科・消化器科・肛門科 なし

むかいでファミリークリニック 向出　大介 小松市西軽海町1丁目47
内科・循環器科・
放射線科・小児科

なし

森田病院 森田　孝文 小松市園町ホ99番地1

整形外科・内科・老年内科・
呼吸器内科・消化器内科・
消化器外科・神経内科・
麻酔科・外科・肛門外科・
リウマチ科・
リハビリテーション科

なし

八木内科クリニック 八木　伸治 小松市打越町う45 内科・循環器内科 なし

やわたメディカルセンター 勝木　保夫 小松市八幡イ12の7

内科、循環器内科・
呼吸器内科・整形外科・
リウマチ科・外科・消化器内科・
脳神経内科・脳神経外科・
泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・皮
膚科・麻酔科・放射線科・
糖尿病内分泌内科・
歯科口腔外科・
リハビリテーション科

なし

湯浅医院 湯淺　豊司 小松市旭町95 内科・循環器内科 なし

よした眼科クリニック 吉田　都是 小松市符津町ム91 眼科 なし

吉田耳鼻科医院 吉田　克彦 小松市打越町丁14番地1 耳鼻咽喉科 なし


